
院内トリアージの実施について 

 

院内トリアージとは、診察をお待ちいただく際に看護師が患者さんの状態を確認（緊急度

の判定）のうえ、より緊急度の高い患者さんを優先して診察を行う体制のことを指します。 

 

当院では、この取り組みへの評価として厚生労働省が定めた『院内トリアージ実施料』を

時間外の初診患者さんを対象に算定しております。 

この院内トリアージ実施料は、緊急度が高いため優先的に診察を受けた患者さんだけで

なく、重症な方に順番を譲ったことで待ち時間が長くなってしまった方にも適用されます。 

 

ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

 院内トリアージ実施料 … ３００点（10 円/点）  

   例）３割負担の患者さんの場合…（300 点×10 円）×3割＝900 円 

 

 

＜院内トリアージの判定基準（JTAS に準拠）＞ 
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